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１．報告の背景と主旨 

（１）吉村昭『海の壁』 

平成 25年 6月 11日，東京都荒川区の日暮里

図書館で開催されていた「吉村昭『海の壁』と

『関東大震災』展」へ天皇陛下が訪問された。 

その際，「津波の恐ろしさを語り継ぐというの

が大事ですね」，「こういうものに皆が目を通す

のが重要なことだと思いますね」と話された。 

記録文学，歴史文学作家の第一人者として知

られる吉村昭は，明治から昭和にかけて三陸海

岸を襲った三つの津波を題材として昭和 45年に

小説『海の壁』を著した。その後，昭和 59年の

文庫版化にあたって『三陸海岸大津波』へと改

題した。改題の理由として吉村は「津波を接近

してくる壁となぞらえたのだが，少し気取りす

ぎていると反省し，表題の題としたのである。」

とあとがきに記している。 

それから 27年，東北地方太平洋沖地震に伴う

津波で青森から千葉にかけての太平洋沿岸部は

甚大な被害を被った。 

本報告で紹介する福島県相馬市では地震発生

から約 1時間後に津波の最大波が襲来した。避

難には充分な時間があったと考えられるが，死

者・行方不明者は 469名に及んだ。その原因に

ついて相馬市職員より聴取すると，1年前（2010

年）に発生した最大波高 60cmの津波被害が軽微

であったことを思い出し，避難しなかった者，

或いは，津波警報により一旦避難したものの，

片付け等で自宅へ戻り遭難した者が多かったと

のことであった。 

津波に対する認識が人的被害に影響を与えた

とすれば，泉下の吉村は改題したことを悔いて

いるかもしれない。 

（２）報告主旨 

本報告は，吉村が『海の壁』に記した主旨と

同様に，将来，発生しうる大規模災害への備え

として，福島県相馬市における被害状況と被災

地への支援活動記録を整理し，東日本大震災に

関する資料の一つとするものである。 

 

２．GISと行政業務 

相馬市支援活動で使用した地理情報システム

（Geographical Information System：通称

GIS）は地物などの位置情報を電子地図上で管理

し，それらの空間的位置関係に基づく集計や，

異なる空間属性を重ね合わせた新たな情報の創

出といった作業を，安価に，かつ迅速に行える

技術である。Google Mapsに代表されるような電

子地図閲覧サービスは，GISが持つ情報可視化機

能の一部であり，現在、国民の社会生活におい

て欠かすことの出来ない情報インフラとなって

いる。 

このような GISや地理空間情報について，国

は社会システムの重要な基盤として位置づけ，

図１ 日暮里図書館と吉村昭コーナー 

左写真は日暮里図書館全景。住宅街にあり区民が日常的に使
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総合的，体系的に整備を図る目的で，2007年に

「地理空間情報活用推進基本法」を制定した。

具体的な政策としては，総務省統計局における

統計 GISの整備及び同システムを通した国勢調

査などの統計情報の提供，また，国土交通省に

よる基盤地図情報などの整備・提供等があり，

地理空間情報の分野横断的な利活用推進が図ら

れている。 

一方，地方自治体でも 1995年の阪神・淡路大

震災を契機に各地で実施された直下型地震に関

する地震被害想定調査において GISの本格的活

用が図られた。以降，自治体では防災をはじめ

多様な領域で GISの有効性が認識され，行政組

織内部での情報共有を主たる目的とした統合型

GISの整備が進んでいる。総務省が実施した「地

方公共団体における行政情報化の推進状況調結

果」によれば 2015年 4月 1日現在，地方公団体

の 48.9％にあたる 875団体で整備済みである。 

このように全国の地方公共団体で GISの整備

が進められてきた中，相馬市では震災発生時に

は既に GISを含む情報基盤整備が完了してお

り， ICTを活用した行政サービスが提供されて

いた。市内の家屋や土地の情報は固定資産税台

帳をデジタルデータ化することで GIS上での空

間的な把握を容易にし、さらに地形や地物の情

報を 1mメッシュ単位で正確に把握する DEM

（Digital Elevation Model），DSM（Digital 

Surface Model）と呼ばれるデータについても航

空レーザー測量により震災発生時には既に作成

を終えていた。 

この 1mメッシュによる地形情報は，国土地理

院が公開している 10mメッシュ，或いは新潟市

が有する 5mメッシュ等と比較して解像度は格段

に高いもので，その応用範囲は行政分野に止ま

らないデータを相馬市は先駆的に整備していた

のである。 

 

３．相馬市概観 

相馬市は福島県の北東部に位置し太平洋に面

した人口 38,243名（2011年 3月 11日現在）の

都市である。海岸部には景勝地として知られる

広さ約 6ｋ㎡の松川浦を有し内陸部の平坦地から

市西部の山間部にかけて田畑や里山の風景が広

がる海と山に囲まれた自然豊かな街である。 

東北地方太平洋沖地震に伴う津波の襲来で，

相馬市の面積約 200㎢のうち 12.5% にあたる 25

㎢が浸水し，市北部に位置する相馬港周辺や市

南部の沿岸に位置する磯部地区が壊滅的な状態

となり，死者・行方不明者 469名に及んだ

（2011年 5月末時点）。GISによる津波被害の観

測結果によると浸水域内の居住者は 5,331名で

総人口の 13.9％であった。津波到達地域の建物

6,951棟のうち 45.3％にあたる 3,146棟が流失

し 2,752名が住処を失った。 

また，相馬市の南方約 40kmに位置する東京電

力福島第一原子力発電所爆発事故による放射性

物質の飛散により，相馬市西部の山間部では高

い線量が計測された。 

その後の風評被害も含め地域の主要産業であ

る漁業や観光業が受けた打撃は大きく，事業活

動や仕事場の喪失により，半年後の 2011年 9月

には，震災前と比較して約 4％の人口減少が見ら

れた。 

このような今まで経験したことのない課題に

対しての市民や自治体が一体となった努力の結

果，2015年国勢調査速報値では人口が 38,575人

と震災前年と比較し 758人の人口増加となって

いる。 

 

 

 

 

 

 



４．東北地方太平洋沖地震と相馬市支援の枠組 

（１）東北地方太平洋沖地震 

2011年 3月 11日 14時 46分，東北地方の東の

沖合約 130kmを震源とするマグニチュード 9.0

の東北地方太平洋沖地震が発生した。東日本大

震災である。 

この地震は 1900年以降では観測史上 4番目の

エネルギーを有し，最大震度は宮城県栗原市で

震度 7，宮城県，福島県，栃木県で震度 6強を観

測したほか，全国の広い範囲で揺れを観測し

た。地震に伴って東北地方から関東地方の太平

洋沿岸一帯に津波が襲来し，福島県相馬市では

9.3m以上の波高を記録するなど（図２），この津

波により甚大な被害が発生した。 

 

被害状況は，余震による被害も含め死者・行

方不明者 19,272名，負傷者 6,179名，全半壊

383,436棟という未曾有の大災害となった。 

さらに 2011年 3月 12日，地震によって冷却

機能を喪失した東京電力福島第一原子力発電所

の爆発事故によって福島県から関東地方，東北

地方の広範な地域に放射性物質が飛散し，震災

から 5年以上経過した 2016年 7月時点でも，双

葉町等 9自治体が帰還困難区域に指定され，避

難指示区域全体では約 46,000人，約 17,000世

帯が避難を余儀なくされている。 

（２）支援の経緯と枠組み 

震災直後，相馬市から GISを用いた支援活動

の要請を受けた新潟市では、市の GISセンター

が対応にあたることとなった。活動初期に震災

後の航空写真や支援活動に必要なデータを入手

できず作業に着手できない状態の中，相馬市の

GIS環境を整備保守している ESRIジャパンから

資料提供があり，その後も技術指導や現場での

人的・物的活動支援を継続して受けることがで

きた。また，後に述べる全住民位置情報確定作

業における膨大なデータ作成作業には，新潟大

学理学部自然環境科学科の卯田研究室からの協

力が得られ，相馬市への支援活動は，実質的に

産学官が連携した形で，被災地現場に加え東京

と新潟でも並行して進められた。 

 

５．支援方針と支援活動 

2000年代に新潟県内で発生した中越地震や中

越沖地震，岩手・宮城内陸地震の際には，物流

等のあらゆる社会システムが破壊されたため、

発災直後から自治体職員は兵站作業員として奔

走する必要があった。被災自治体では人的資源

が絶対的に不足し混乱したのである。そのよう

な状況下であるにもかかわらず，災害対応の専

門家と称する者達からの一方的な災害対応シス

テム等の売り込みがあり，被災自治体の業務に

大きな妨げとなる事例が散見された。実際、相

馬市でも学術研究者からの災害対応の申し出と

称した調査活動があり、現場職員の作業に負の

影響を与えていたことがあった。 

上記のようなことを踏まえ新潟市では，相馬

市への支援にあたって，被災自治体が要求する

支援内容を基本とすべく以下の三点からなる活

動方針を定めた。 

 

漁業組合 

漁業組合 

最大波到達まで ７分前 最大波 

漁業組合 

撮影位置 

地盤高図 航空写真 

図２ 相馬港原釜地区を襲う最大波 

上左図/震災前の相馬港，上右図/標高 23mの高台から相馬港
の漁協組合を撮影している。下左図/最大波到達まで 7分前，

下右図/最大波が到達し漁業組合の屋上まで海面となってい
る。（映像提供：相馬市） 
 

太平洋 

松川浦 

相馬港原釜地区 



①支援内容は被災地の要望事項とする 

支援はあくまでも被災地から求められている

ものに限り，支援側からの押し売り支援は行

わない。 

②被災地に過度の期待を抱かせない 

支援内容のうち実現不可能なものについては

最初から応諾しない。受託した業務だとして

も実現できない場合があるため，期待を抱か

せない。 

③支援業務に被災地の職員を巻き込まない 

被災地の職員に災害対応業務へ集中してもら

えるように，支援業務が被災地の職員にとっ

ての追加的負担とならないよう配慮する。 

 

以上の方針の下，相馬市から要望された『罹

災証明発行支援のための全住民位置情報作成』

と『津波特性を踏まえた土地利用判定基礎資料

の作成』について，支援内容の概要を紹介して

おきたい。 

（１）罹災証明発行支援 

罹災証明書は市町村が被災家屋調査による確

認結果に基づいて発行するもので，住家の被災

程度を証明する書類である。それは被災者生活

再建支援や災害復興住宅融資，義捐金の受け取

りなどの被災者支援，あるいは損害保険の請求

などの際に必要となる。 

罹災証明書の様式は市町村によって多少異な

るが発行のための作業はいずれも同じで，図３

に示したような市町村による被害状況調査結

果，罹災者の住所・氏名・世帯構成の住民基本

台帳による確認，罹災建物の所有者およびその

所在の固定資産課税台帳や住宅地図による照

合，確認作業が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①航空写真による被害状況調査 

 航空写真による建物の被害状況確認は，相馬

市の要望で遠隔地の新潟大学にて 2011年 3月

20，21日に実施された。大学では震災後の画像

に写っている建物の様子と建物ポリゴン（建物

面の情報）とを見比べ，流出棟屋，浸水棟屋，

非浸水棟屋の 3種類の判定作業が行われた。 

 この被害判定情報（図４）は，後に内閣府か

ら東日本大震災での速やかな罹災証明発行のた

めの空中写真を活用した簡便な判定方法が示さ

れたことで，罹災証明書発行での建物被害状況

の根拠となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②全住民位置情報の作成 

 2011年 3月 29日，航空写真判読により作成し

た被害状況データを相馬市へ提供し，併せて，

要望を確認したところ，速やかな罹災証明発行

のために全ての世帯主の位置情報を作成して欲

しい旨の要望を聴取した。罹災証明発行に際し

罹災証明書 証明内容確認作業 

宛名・住所 

申請者 

所有者名・住所 

対象家屋 

住民基本台帳 

被害状況 
固定資産データ 

居住者 

被害家屋データ 

住宅地図データ 

図３ 罹災証明書と確認作業概念図 

図４ 航空写真判読による被害判定図 

 
流出棟屋 

浸水棟屋 
非浸水棟屋 

浸水域 

相馬港原釜地区 



ては，住民基本台帳，固定資産税台帳，住宅地

図等，異なるシステムに格納されている情報の

検索，照合に時間を要するため，世帯主の位置

情報を確定させ,必要な情報を GIS上にて一括し

て管理することで作業の効率化が図られると考

えたのである。そこで，今後の他の災害対応業

務への拡張性も考慮し，世帯主だけでなく全住

民 38,243名の位置情報を作成することとした。 

 全住民位置情報の作成作業は大きく三つの工

程に分けて行われた。最初の工程では，3月 11

日現在の全住民のレコードから個人が特定でき

ないように住所と作業 IDだけを抽出し，それに

対して ESRIジャパンがジオコーディング（アド

レスマッチング）データベースによって地点

（ポイントデータ）の付与を行った。 

次に，新潟大学理学部自然環境科学科の学生

延べ 50余名がジオコーディングで作成されたポ

イントデータを住宅地図と照合させる確認作業

を行った。 

ここまでの作業は，東京と新潟で産学により

行われたものであるが，個人識別情報を秘匿化

して行われていることから，正しい位置情報が

付与されているかどうかは判定できていない。

このため作業の最終工程として，新潟市 GISセ

ンターが相馬市役所の情報管理区域内にて氏名

情報と照合し全住民位置情報の確定を行った。 

その結果，位置情報の正確性を表す確定率と

して，ESRIジャパンによるジオコーディングが

36％，新潟大学による確認作業により 81％，相

馬市管理区域内での作業で最終的に 95％の確定

率を達成することができた。（表１）なお，最終

的に 5％が位置情報不明として残ったのは，日本

の住居表示制度で異なる建物でも同一の住所を

付番していることによるものと考えられる。 

 

 

 

作業工程 マッチアップ

作業 

作業者 切分作業 作業場所 確定数 確定率 累積確定率 取り扱い 

留意事項 

着手前     0 

（38,243） 

   

ジオコー 

ディング 

住所地番 

⇔ 

ESRI 

住所データ 

 

ESRI 

ジャパン 

自動 東京都 13,857 

（24,386） 

３６％ ３６％ 氏名等の 

個人が特定

される情報

は秘匿 

１次判定 住民地番 

⇔ 

住宅明細図

地番 

新潟大学 手動 

学生ボラン

ティア 

延 50余名 

新潟市 17,217 

(7,169) 

７１％ ８１％ 氏名等の 

個人が特定

される情報

は秘匿 

２次判定 住民地番 

⇔ 

固定資産地

番， 

住民氏名⇔ 

住宅明細図

氏名 

新潟市 手動 

職員１名 

相馬市 5,429 

(1,740) 

７６％ ９５％ 相馬市役所

の管理区域

内で限定さ

れた情報開

示により作

業 

表１ 全住民位置情報確定作業内訳表 

 

③作業効率の向上 

 当初，罹災証明発行のための情報確認作業は 1

件あたり 2名の職員で 3分以上，延べ 6分超の

時間を要していた。それが，GIS上に全住民位置

情報を含む関連情報を一元管理できるようにな

ったことで職員 1名 5秒程度の作業に短縮さ

れ，作業効率は 72倍に改善した。その結果，被

災者の生活再建に必要な罹災証明の発行が円滑

に行われた。 

 

（２）津波の被害特性を踏まえた土地利用 

 自宅が流出した住民や職員からは安全な定住

先を決める上での判断材料が求められた。ま

た，高解像度の地形データについて有効活用を

市担当係長から要望されたため，津波の被害特

性を踏まえた今後の土地利用の基礎資料を作成

することとなった。 

図５ GIS上での確認作業イメージ図 

住民情報，建物情報，被害状況など，必要な情報の全てが
GIS上にて一元管理されている。 

建物所有者・被害状況 

居住者の世帯構成 

市民の位置を１人

１ポイントで作成 



作業は航空写真の観察から着手した。その中

で，海岸部の松林の倒木方向が一定である事実

を発見し，その後、現地調査でも確認した。こ

れは津波が陸上部を遡上した際にその破壊力が

一定の方位性を持っていたいことを示すもので

ある。 

 津波の破壊力の方向が確定されれば，海岸部

から建物への遡上距離を算定することができ、

さらに DEMから建物毎の地盤高を求めた。これ

により、海岸線から 7km陸上側までの木造建築

物 6,671棟を対象にして，遡上距離，地盤高，

被害状況の三要素の組み合を集計した結果が，

図６に示した津波被害状況マトリクスである。 

 

図６から標高が 18m超の地域にある建物では

被害が出ておらず，また，海岸線からの距離が

4,200m以上離れた建物も被害から免れているこ

とが確認される。さらに海岸線から 1,700m離れ

標高 5m超の地域も無被害であることがわかる。 

これらの分析結果から津波に対する土地利用

について，次のいずれかの条件を充足する地域

については津波危険度が低いと判定した。 

条件① 地盤高が 18mを越えるか，或いは， 

海岸線からの距離が 4,200m離れて 

いる地域。 

条件② 海岸線からの距離が 1,700m以上

4,200m未満で，なおかつ，地盤高が

5mを越える地域。 

条件③ 条件②のうち，地盤高が満たない場

合，建物の基礎の嵩上げにより 5m超

を確保できる地域。 

上記条件にあてはまらない，海岸線からの距

離が 1,700m未満でしかも標高が 18mに満たない

地域については，被害状況から勘案すると危険

領域であり，土地利用を検討する際は，より詳

細な津波危険度調査が必要であると結論づけ

た。 

図７は，以上の分類を市内沿岸部の地図上に

て切り分けて、相馬市へ提出した資料である。 

なお，図７中で，赤で示した危険領域につい

て，相馬市北西部の沿岸に位置する原釜地区を

対象地区として選び，津波被害並びに地形調査

を実施した。 

 その結果，標高が高い地域が必ずしも安全で

あるとは限らず，むしろ標高が低い地域でも被

害が発生していない事象が観察された。肉眼で

は判断できない程の微少な谷地形が被害を増幅

させることや標高 20m以上の比高地が防御壁と

なり津波の波及の妨げとなったこと等，地形が

被害状況を分けた要因として推認された。（図８

と図９） 

図６ 津波被害状況マトリクス 
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図７ 津波被害状況を踏まえた土地区分図 
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６．受援と支援の成功条件 

以上，相馬市にける GISを用いた災害支援内

容について紹介してきた。ただし，今回のよう

な支援活動は，無条件で他の自治体においても

実施できるものではなく，下記の４つの条件が

そろっていたいことで初めて可能となったもの

である。 

①相馬市の GISインフラが整備されていたこ

と。 

②GISを含む IT関連のシステムに精通した人材  

を相馬市が有していたこと。 

③量的に作成が難しいデータは，ESRIジャパ 

ン，新潟大学の学生ボランティア，新潟市が

産学官連携により対応したこと。 

④震災以前より相馬市と支援活動に係わった産 

学官の間に信頼関係が構築されていたこと。 

 

これらの条件は災害発生以前からの事前準

備，或いは，業務を通して構築されているべき

ものである。しかし，定期異動を行う自治体で

は，条件②,④のような属人的な能力や信頼関係

について持続的な運用を期待できないことか

ら，相馬市での受援と支援の対応は特殊事例で

あったと考えられる。 

その意味では，個の力や繋がりを強化する人

材育成が重要であると覚知し，属人性を是認し

た組織運営が成される自治体は，大規模災害時

における高い防災力を有することが期待され

る。 

 

７．『海の壁』，語り継ぐことの重要性 

1994から 1998年に新潟市で実施された地震被

害想定調査では，津波シミュレーションを含め

た作業に際し GISが基幹技術として活用され

た。その作業を担当してから 10余年が経過し，

市町村における GISの環境整備は進んだ。なか

でも相馬市は当時の担当者である相馬市情報政

策課の宮崎博司課長補佐と同課係長の二人が市

長の了解のもと，属人的な能力や先見性によっ

て先駆的取組みが行われていた。 

2009年以降，両市の担当者の間で様々な機会

を通して情報交換を行っていた中，地震発生の

数週間前，相馬市の係長より 1mメッシュの高解

像度地形デジタル情報の利活用を相談され，筆

者は詳細な津波シミュレーションへの応用を提

案した。それに対して，相馬市の係長は，1年前

図８ 津波の浸水域と建物被害状況 及び  

被害特性検証図 

航空レーザー測量による地盤高図を背景図として，浸水域を
水色，流出棟屋を赤色，被害有りの棟屋を肌色，無被害棟屋

を緑色表示している。この地域では GISによる地形検証と現
場調査により，青色の２本の矢印方向に津波が遡上したと推
認される。 
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図９ 3D画像と現場写真比較 

上段の画像は図 8に示した青直線矢印の先端部側から写した

3D画像。縦比を 10倍に強調しているため谷地形が顕著に観
察される。下段の画像は同じ場所（上段赤枠）の現場写真。
両画像を比較すると肉眼では見えない微少な地形が建物被害

に影響を与えたことを推認させる。 



の 2010年に発生した津波で養殖筏が流されたこ

とを話し始めた。日本海中部地震に伴う男鹿水

族館や北海道南西沖地震に伴う奥尻島の被害，

新潟市で実施した津波シミュレーション等の知

見からすれば，養殖筏を流出させた波高わずか

60cmの津波を想起することはおかしいと否定す

べきであったが，その場の空気を読んで話を流

した。 

2011年 3月 28日，東日本大震災により行方不

明となっていた宮崎補佐が遺体で発見され，御

家族 5人全員が津波の犠牲となられたことを人

伝に聞いた。 

あの時，空気を読まず，津波は『海の壁』で

あり恐ろしいのだと伝えるべきであり，それを

怠ったことについて今も後悔している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

吉村昭（1984） 

 「三陸海岸大津波」 

時事通信（2013） 

（平成 25年年 6月 11日） 

気象庁（2012） 

「平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震 

調査報告書」平成 24年 12月 

気象庁（2011） 

「災害時地震・津波速報 平成 23年（2011

年）東北地方太平洋沖地震」平成 23年 8月 

総務省（2015） 

「地方公共団体における行政情報化の推進状

況調結果 平成 27年 4月 1日現在」 

内閣府（2011） 

「平成 23年度広報ぼうさい」 

経済産業省（2016） 

「避難指示区域の概念図と各区域の人口及び

世帯数（平成 28年 7月 12日時点）」 

福島民報（2013） 

「東日本大震災『あなたを忘れない』アーカ

イブ」（2013年 4月 11日電子版） 

卯田強・長谷川普一（2012） 

「災害時における全住民位置情報の重要性 

（その１ ）～東日本大震災時の福島県相馬市 

における GIS を活用した罹災証明発行システ

ムの事例～」2012GIS学会全国大会要旨 

 

執筆協力 

法政大学日本統計研究所 所長 森博美 教授 

 

 

 

 

 

 


